
平成 28年 10月 24日 

 

 

お 知 ら せ  

 
 

 

 

鳥取県中部を震源とする地震の被災地に 

被災宅地危険度判定士を派遣します 

 
被災宅地危険度判定実施要綱に基づき鳥取県から被災宅地危険度判定士の派

遣要請があり、６名（県４名、岡山市２名）を派遣しますので、お知らせしま

す。 

 

記 

 

１．活動期間  平成 28年 10月 25日（火）から 10月 27日（木）の３日間 

 

２．活動地域  倉吉市内及び周辺 

  

３．集合場所  鳥取県中部総合事務所 

〒682-0802 倉吉市東巌城町２ 
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